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はじめ に

厚 生 労 働 省 は社 会 的 養 護 にお け る里 親 姜 育 の 重 要 性 を考 慮 し、 こ れ か ら求 め られ る里 親 制 度 の あ り方と

して専 門里親印度 の創 設 を決定 した。 これ を受 けて、財団法 人全国里 親会 は社 会福祉・ 医療事 業団 に辛門

里親モデ ル実施調査研 究事業 の実施 を申請 し、 これが認め られ、本手 葉を推 進 す るために専 門里 親モデル

実施 調 査研 究委 月 会 を設 置 す る こ と と した。 本 報 告書 は、＿本 妻 貞会 で研 究 紆 諌 した こ との ま とめ で あ る。

委員 は学 級経験者、全 国里親会の役 聴音、児童相談所 ．・ 児童福祉施 設関係 者等15名か らなる。

平 成 13年 8 月 3 1 日以 来 7 回 の 委 員 会 を開 催 し、 専 門 里 親 制 度 に関 して耐 蝕 をす す め る と と もに 、 モ デル

l▼

研修の実施 、里 親養育マ ニュアルの作 成、海外 文献の翻訳 お よ．び専 門里親制 度 に関わ ろ乍 デル事業 （レス

バイ トケ ア・ モ デ ル事 業 、 家庭 訪 問支 援 モ デ ル草 葉、 里 親 メ ン タル ケ ア・ モ デ ル事 業 ） 等 を実 施 した。

専 門里 親制度は、欧米 の主要 国では虐待 を受 けた児童 、、障害や疾病 をもつ児 童 に対 す る里親制度 と して

位置 づ け られ て い る。 専 門里 親 には、 里 親 と して の 経 験 や研 修 受 津 が 必 要 と きれ て お り、 通 常 よ り も削 、

里親手 当が支給 され、相談・ 支援 の体 制 も整 え られ ている。今回の検 討 にお いて 、 上れ らの動向 を参考と

したが 、専 門里親 の対 象 とな る児童 は虐待 を受 けた児童 とした。 しか し、今後 は障害 をもつ児童等 を 対ゝ

象とす る方 向で さ らに検 紆 す る こ とが 望 まれ ろ。

委 員 会 で は、 虐 待 を 受 け た 児 童へ の 関 わ りの む ず か し さか ら、里 親 が 自 らの 力 だ け で 養 育 をす す め ふの

で は な く、 児 童 相 談 所 、 児 童 福 祉 施 設 お よ び そ の 他 の 関 連機 関 との 十 分 な連 携 の も と に養 育 をす す め ふべ

きで あ る こ とを指 摘 し、 里 親 と関連 各 機 関 とが 「パ ー トナ ー シ ップ 」 の 関 係 を もつ べ きこ と を強 訴 した。

さらに、専 門里親制度が発展す るため には、通常の里 親制度の発展・ 充 実 も欠 かせ ない ことも指摘 した。

なお、本委員会 では、「子 ど も家庭支援 貞制度」 につ いて も検討を行 った。 これは、専 門里 親制 度 と直接

の関連 を有す る ものでは ないが、育児不安や虐待 行為 に悩 む保 護者 に対 して訪 問型 支援サ ー ビス を行 うも

の で 、 子 ど も家 庭 支援 具 に は里 親 も含 まれ 、 また 、 こ の 制 度 が 児童 虐 待へ の 対 応 の■一 翼 を担 う もの で ある

こ とか ら、 本 委 員 会 で破 り上 げ るこ と にな っ た もの で あ る。

今後 、専 門里 親 制度 が 着 実 に発 展 す る こ と を強 く期 待 す る。
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Ⅰ 専門里親モデル実施粥査研究委兵舎設並の経緯および目的

し貰芸 言霊芸 芸芸芸芸 霊芝宝 芸：三軍冨芸芝：芸冨 芸芸芸票志 去羞 芸 ？l芸芸芸 芸芸 三芸 琵聖 霊 …窒 二芸皇

調査研究事業 （以下 、本事業 と略す ことあ り） の実 施 を申請 し、 これ が認 め られ、本事 業 を推 進す るため

に専 門里 親 モ デ ル実 施 調 査研 究委 月余 （以下 、 本 章 貞 会 と略 す こ とあ り） を設 置 す る こ と と した 。

本妻鼻会の 目的は、専 門里親制 度創設にあた り、そ の実施 に関わ る具体的事項を検 討するこ とであ る。

玉手 門里親モデル実施駒査研究委烏会の委員 および研究の経過

1 研究委具合婁鼻毛薄 （五十音順）

研究の経過

ー73－

氏　 名 戦　　　　 各

・網野 武樽

奥山 眞紀子

小山 修

柏女 霊峰

坂本 好一

◎庄司 順一

鈴木 祐子

関戸 幸男

高瀬 礼子

西澤 哲

日野 慶次郎

廣瀬 タカ子

福島 一雄

○三宅 亨・

宮島 清

上智大学文学部教授

国立成育医療センターこころの診療部細長

母子愛育余日本子ども家庭稔合研究所研究企画 ・情報部部長

淑徳大学社会学部教授

都立育鳥兼建学枚久我山分校副枚衰

青山学院大学文学部教授

ニ葉乳児院院長

山梨県きずな会会長・

東京都養育家庭連絡会会長

大阪大学大学院人間科学研究科助教授

埼玉県里親会理事長

千葉県里親会会長

全国児童姜護施設協議会会長

東京都児童相続センター所長

埼玉県熊谷児童相談所地域相談担当主査
l惟）⑳は醐 長 ○ほ割朗 f長

年　 月　 日 経　　 過
l

・平 成 13年 白月31 日 ，

・平 成 13年 9 月22 日

・平 成 13年 9 月～ 10 月

・平 壌 13年 10 月 12 日

一平 成 13年 10 月2 9 日

・平 成 13年 1 1月 2 日～ 4 日

第 1 回研究委 貞会

浅膚 研究事 業 の推進 について

第 2 回研究委 鼻会

謙邁 専 門里 親制度 に？：．いて、 その他

外 国文献翻訳

第 3 回研究委 貞会

誅甲 専門里 親 モデル研 修につ いて、その他

第 4 回研究委月 余

練凛 里親兼 育 マニ ュアルにつ いて、 その他

専 門里親モ デル研 修会

（於 ：・母子愛育 会・日本子 ども家庭稔 合研 究所痍 修童）

参加者 里 親 30名



・ 平 成 13 年 11 月 12 日

・ 平 成 13年 11 月 19 日

・ 平 成 13年 12 月～ 14 年 2 月

・ 平 成 13年 12 月 8 日～ 9 日

・ 平 成 14年 1 月～ 2 月

・ 平 成 14 年 3 月 1 日

・ 平 成 14年 3 月

第5 回研 究委貞会

議 題 専 門里 親制 度について、そ の他

第6 回研究委貞会

議場 専 門里親制 度について、 その他

里親 レスバ イ トケ ア・ モデル事業実施

実施対象 8 都県市里親会

子ど も家庭支援貞モ デ ル研 修会

（於 ：青山学院大学 稔研 ビル会議室）

参加者 民生児童委員、里親等 17名

家庭訪 問支援 モデ ル事 業実施

実施対象 藤沢市、習志野市

里親 メ ンタル ケ ア・ モ デ ル事 業 実 施

実施 東京、 大阪

第7 回研究委貝会

議題 研 究報告書 につ いて

里親養育 マニ ュア ルにつ いて、そ の他

研究報告書作成配布

配布先 都道 府県、児童相談所、各 県里親 会等

里親養 育マニュ アル作成配布

配布先 都道 府県、児童相談所 、各県里親 会等

・ なお 、 この 間、 学級 経 験者 に 対す る ヒア リ ング調 査 を実施 し、 研究 事 業 の参 考 とした。

Ⅱ専門里 親制度創設の背景

今 日、子 ど も、 子 育 て をめ ぐる もっ と も重 要 な問題 は児 童 虐 待 で あ る。 児 童 相 談 所 に お け る児童 虐 待相

談処 理 件 数 は、 平 成 12年 度 に は17，72 5件 と な り、 厚 生 省 （現 、厚 生 労 働 省 ）が 続 計 を と りは じめた平 成 2 年

（ 1，10 1件 ） の 16倍 に達 し、 なお増 加 を続 け てい る。

被虐待児童 を保 護 し、養育す る場 と しては、乳児院、児童養護施設 な どの児童福祉 施設があ るが、すで

に施 設 は ほ ぼ 定 員 い っ ぱ いの状 態 とな っ て い る。 被 虐 待 児 童 の 養 育 は個 別 的 な ケ‘ァ に よ る愛 着 形 成 が基本

であ り、 これ らの児 童 に対 して は家 庭 的 環 境 に よ る養 育 が よ り望 ま しい とい え る。

しか し、 里 親 は減 少 傾 向が 続 い て お り、 また何 よ り も これ まで は被 虐 待 児 重 な ど、 明 らか な行 動 間 置 を

もつ 児 童 の 委 託 は避 け られ る傾 向 に あ った 。

里親制度が発展 しない理由 として は、血縁 を重視す るわが 国の文化 の問題、行政や児 童相談所 の消極的

な態 度 、 養 子縁 組 制 度 と里 親 制 度が 混 同 され た こ と、 里 親 の ボ ラ ンテ ィア精神 に頼 り、 十 分 な手 当、研修、

支援 が 与 え られ な か っ た こ と、 里 親 自 身 が 自 らの 内 に抱 え込 ん で養 育 して きた こ とな ど、多 くの要 因があ

げ られ よ う。 他 方 、里 親 養 育 の意 義 は多 くの 人 が一 致 して認 め る と ころ で あ り、 里 親 養 育 を発 展 させ るこ

とが 望 まれ る。

これ か らの 里 親 養 育 は、 虐待 を受 け た 体 験 を もち 、 そ れ ゆ え に関 わ りの むず か しい 児 童 を養 育 す る こ と

に なるの で、 これ まで の 「熱 意 と経 験 」 か ら「専 門性 」 を高 め る方 向へ と転換 しなけれ ば な らな い。

ま た、 これ まで 十分 な信 頼 関 係 に なか っ た児 童 相 談 所 、 施 設 な ど と里 親 との 関係 を改 め る こ と も必要 で

▲あ る 。

今 臥 この よ うな背 景 の もとに、専 門里 親制 度の創 設 が決 定 され た もの と考 え られ る0 本委 員会 では専 門

里 親制 度 は 「パ ー トナ ー シ ップ」 の も とで推 進 され るべ きで あ る と強調 した い0
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なお 、 こ こで 付 言 して お くべ きこ とは、 専 門里 親 制 度 の 創 設 は 時 宜 に か な っ た 、 適 切 な もの で あ り、 こ

の推 進 に積 極 的 に取 り組 む 必 要 が あ る。 それ と と もに 、 一 般 の里 親 （こ こで は 、

とにす る） を 開拓 し、 発 展 させ る こ と も欠 かせ な い こ とも指 摘 してお きたい 。

Ⅳ専門里親モデル実施嗣査研究委兵舎の検討課唐

本 委 員 会で は、 各 章 負か らの 意見 と討 諌 をふ まえ 、 次 の諸 点 を検 討 課 題 と した。

（D 専 門里親制度 に関 わる具体 的事項の検討

（卦専 門里親養成 などに関わる研修のあ り方の検討 とモデ ル研修の実施

③ 専 門里親への支援のあ り方の検討

④ 里親養育 マニュアルの作成

⑤ 資料 とな る海外 文献の翻訳

⑥ 子 ども家庭 支援 貞勧 度の検討

⑦ その他の事 項

以下 、 姜 膏 里 親 とい うこ

Ⅴ専 門里親 モデル実施調査研究委兵舎の捷嘗

1 専 門里親 軸度に関わ る具体的事項の検討

呈もヨ笠器 豊創設の主たる理由は、被虐待児童の矧 こ関 して専門的知細 する里親家庭 において卜

被虐 待 児 真 に対 して 個 別 的養 育 を通 して愛 着 形 成 を は か り、 心 的 外 傷 か らの 回 復 を 目指 す と と も に、心 苧

的安 定 と成 長 発 達 を もた らす こ とにあ る。

2 ）定義、名称、位 置づけ

（ 1） 専 門里親 の定義 ：専 門里親 とは、被虐待児圭 等の養育 に専 門的知 織・ 技術 を有す る里親 であ り、後嬢
一

男

の 3 ）の要件のいずれか を満たす看であって、都 道府県が実施す る研修会 を受講 した後、都道府 県知事が

児童 福 祉 審 議 会 の 意 見 を聴 い て 認定 した もの をい う。

（ 2）名称 ：専 門里 親の名称 につ いて は、すで に「専 門里親」が普及 している こ と、 また被虐待児童等へ中

村 応 に は 高 度 の専 門性 が 求 め られ る こ とか ら、「専 門 里 親 」 とい う名 称 を用 い る こ とに した。 た た し琶、

・憧 親 」 とい うこ とば を変 更 す る要 望 もあ る こ とか ら、今 後 、 改 め て検 討 す る こ と もあ るか も しれ ない ？

（ 3）専 門里親 の位置 づ け ：専 門里親 は、里親 の一類 型 として位置づ け られ る。 なお、里親お よび関係機 軸

は 、里 親 の 分 断化 、 上 下 関係 の意 織が もた ら され る こ との ない よ うに、 留 意 す べ きで あ る。

3 ）専 門里 親認定の要件

専 門里親の認定 につ いては、専 門里親 となるこ と考希 望す る看 であって、次 に示 す要件のいずれ かに帝
、≠ †

当し、都道府 県が実施する研修会 を受辞 した後 、都道府県知事 が児童福祉事績 会の意見 を聴 いて認定する。′

① 現 に里親であって、里親 として委託児童 の養育経験 を 3 年以上有す る者 。

②保育士、児童指導員 、社会福祉士、児童福祉 司、心理判定 員、保健師、看護師、医師、教師等 、 児

福祉、保健・ 医療、教育等 に関連する資格 を有す る着で あって、 3 年 以上 児童福 祉施 設等にお いて

の葦育、相談援助 等の業琴 に従事 した経験 を有す る者。

③前各要件 に掲げ る者 と同等 以上の能力を有す る看であ って、都道府県知事が 適当 と認めた者。
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4 ）専 門里親 に委託 される児童

虐待 を受 けた軽・ 中程度の問題性 を有 し七いる児童 であ って、都道府県知事 （児童相談所）が児童福祉法

第27粂 1 項二号措置を とっている児童。 ただ し、保護者が児童 の里 親委託 に十分納得 していて、委託後に強

引な引 き取 り等 の 問題 が発 生 しな い と考 え られ 、家 庭 復 帰 が見 込 まれ る児 童 を委託 す る こ とが望 ま しい。

1 つ の専 門里 親 家庭 に 委託 す る の は原 則 と して 2 人 以 内 とす る。 専 門里 親へ の 委 託 の 主 た る 目的が 安 定

し た 人 間 関 係 を 経 験 させ る こ と で あ る こ と に 留 意 す る こ と。

5 ）委託期間

専 門里 親 と して の 児 童 め養 育 委 託 期 間 は 、 原 則 と して 2 年 以 内 とす る。 必 要 が 認 め られ る場 合 に は、 さ

らに 2 年 を限 度 と して 更新 可 能 とす る。

た だ し、 こ の こ とはそ の 後 の 期 間 に お け る一 般 の 里 親 （善 育 里 親 ） と して の 養 育 費託 の 継 続 を妨 げ る も

ので はない．。 しか し、専門里親あ るいは養育里親 として委託 を継続す る場合 には、児童相談所 や保護者等

と十 分 な協 議 を行 い、 定期 的 に児 童 自立 支援 計 画 の 見直 しを行 う もの とす る。

6 ）養育上の留意点

専門里 親 は 、 家 族 と協 力 して受 託 した児 童 の養 育 に あ た り、 児童 に安 定 した 家 庭 療 境 を経 験 させ る よ う

に努 め る こ と。

専 門里親 は、

専 門里親 は、

専 門里親は、

専 門里親は、

専 門里親は、

専 門里親 は、

専門里親は、

専 門里親は、

研修 に積極的 に参加 し、被虐待児童等の養育 に必要 な知識、技術等 の向上 に努め ること。

体罰 な ど不 適 切 な関 わ りを して は な らない。

児童 の美 観へ の 想 い に配慮 す る こ と。

児童相 談所 な どが 行 う実 親へ の援 助 、指 導 に協 力す る こ と。

養育上 の困難 が 生 じた と き、す み や か に児 童相 談 所 に連絡 し、 対 応 を協 議 す る こ と。

他の 里親 、近 隣 の住 民 、 関係 機 関 と良好 な関係 を もつ よ う努 め る こ と。

守秘 義 務 を遵 守 す る こ と。

国 や地 方公 共 団 体 の発 す る この制 度 に関 わ る通 知 な どを熟知 す る こ と。

2 専門里親幸成 などに関わる研修 のあ り方の検討 とモデル研 修の実施

1 ）研 修 の必 要性 とあ り方

被 虐 待 児 重 な ど関 わ りの むず か しい 児 童 を養 育 す る には 、専 門 的 知 識 が 欠 か せ ない 。 したが って 、専 門

里親 制 度 に お い て研 修 は重 要 な位 置 を 占め る。 専 門里 親 と して 認 定 され るた め に は研 修 を受 講 しな け れ ば

ならな い。 また、研 修 は夫 婦 で 受講 す る こ とが望 ま しい。

本 委 員 会 で は、研 修 を、・① 被 虐 待 児童 の 養 育 に不 可 欠 な知 識 の獲 得 を 目的 とす る学 習 プ ロ グ ラ ム と、②

児童 に 対 す る 自 分 の 関 わ り方 を 振 り返 る こ と な ど を 目 的 とす る 研 修 プ ロ グ ラ ム と か ら な る も の と し、 そ れ

ぞれ のモ デ ル案 を提 示 す る と と もに、 モ デ ル研 修 を実 施 した （資 料 1 参 照 ）。

学 習 プ ロ グラ ムは、 知識 の 獲得 を 目的 とす る もの で、 通倍 教 育 を利用 す る もの と した。

研 修 プ ロ グ ラム は 、 参加 型 、体 験 型 の プ ロ グ ラム を主 と し、 ロ ー ル プ レ イ ング や事 例 検 討 な どに よ り、

自分 の 関 わ り方 を振 り返 る こ と、 そ して被 虐 待 児 童 の心 理 、 行 動 とそ の 児 童 へ わ 関 わ り方 の ポ イ ン トを理

解 す る こ と を 目的 とす る 。

なお 、 い う まで もな く、研 修 は 定 期 的 に実 施 す る こ とが 必 要 で あ る。 今 後 、継 続 研 修 プ ロ グ ラ みの 策 定

が 望 まjl る。

一 丁6 一



2 ） 学 習 プ ロ グ ラ ム

専 門里親 には、虐待 を受 けた児童 の心理 と行動 の理解 を中核 と しなが らも、 福祉、心理、保 健・ 医学 な≦
】

ど、幅広い知織 が必要 で あ る。．しか し、研修対象者 に とって家庭や仕 事の都合 で長期 間の研修 日数 をとる

こ とが むず か しい ので 、 通倍 数育 制 を考 えた 。

通倍数育科 目は、裡会福祉概論、児童福祉論、地域福祉臥 姜育家庭敵 発達臨床心理学、社会福祉援

助技 術給、姜 護原理、 医学一般 （児童精神 医学 を含 む） な ど、．児童福祉 、心理 学、里親制度 な どに関す る
l

基本 的 な科 目群 か らな り、 テ キ ス トを配 本 し、各 科 目 ご と に レポー トを捷 出す る方 法 を想 定 して い る。

3 ）研 修 プ ロ グ ラム

愛 着 形 成 な ど里 子 と畠 親 の 関 係 づ く りは重 要 で あ る。 研 修 に お い て は、 児 童 虐 待 に 関 す る こ と を中 心 テ

ーマ とす るが 、 講 義 よ り も参加 型・ 体験 型 の研 修 と し、 単 に知 織 を得 る こ とで は な く、 自分 に つ い て （あ

るい は 自分 の 、 子 ど も との 関 わ り方 に つ い て） 理 解 し、 振 り返 る こ とが 、 現 実 の 里子 との関 係 を よ りよ い

もの にす るた め に不可 欠 と考 え る。

研修期 間は、参 加者 、開催場所、交通横 関な どによって も異 なるが、 3 日、間で 15～ 20時 間程 度の開催が

現実 的 で あ る と思 わ れ る 。夫 婦 で の 参加 を原 則 と した い 。

内容 は、「里親 制度の意義七 目的」「被虐待児 とは一 対応 を含 む－」r児童相談所 との連携」 な どの必要魂

少限の科 白を詐義 で実施 し、夷親や里子 （被虐待 児童） との関係で困 った ときの対処の仕方 な どは、 ローl
‡

ルプ レイ ング や事 例融 究 を取 り入 れ る。

4 ）継続研修 プ ログ ラム

専門里 親 と して必 要 な 知識 や技 術 ・ ス キ ル は、 上 記 の 学 習 プ ロ グ ラ ム と研 修 プ ロ グ ラ ム のみ で 達 成 さ■れむ

るもの で は な い。 実 際 に は 、 表 1 に示 した よ うな研 修 内 容 が 必 要 と考 え られ る。 これ らは、．研 修 プ ロ グ
ラ賢

ムだ け で は 実 施 す る こ とが 困難 なの で 、 継 続 研 修 プ ロ グ ラ ム と して位 置 づ け、 実 施 す る こ とが 望 まれ る

もち ろ ん こ れ らの ほ か に も、新 た な法 制 度 の解 説 や 最 新 の 知 見 な ど につ い て 、 随 時 取 り入 れ る こ とが 必

であ る。

表1 専門里親 に必要 と考 えられる研修科 目案 （継続研修 プログラム として実施 ）

3 寺門里親 への支 援のあ り方の検討

1 ）里親へ の支援 の必 要性

わ が 国 で は里 親 養 育 は ボ ラ ンテ ィア とい う面 が 強 調 さ れ 、里 親 手 当 の 額 も低 く、 養 育 も里 親 に 任 され て

支援 の体 制 は ま っ た く不 十 分 で あ っ た。 これ は 一 面 で は 、 里 親 が 抱 え 込 ん で 養 育 して きた こ とに も原 因

一丁 了－

科　 目 科　 自

1 ．乳幼児の心理的特徴 と子育て

2 ．学童期 ・思春期の心理的特徴 と関わ り方

3 ．児章虐待対応静

4 ．愛着障害 とその対応

5 ．愛着形成の方法

6 ．トラウマ ー解離性障害 とその対応－

7 ．A D H D （注意欠陥多動健棒書）の理解

8 ．行為陣書 ・

9 ．人格障害

10，喪失体験一見捨てられ体験の影響－

11．性的空想 と行動化

12．セラビューティツクホール・デ イング

13．実親 との関わ り

14．家族の㌧ダイナミックス

15．連携一児圭相鉄所およびそわ他の機関 －

16．専 門里親に求められること



ある。 他 の面 か らみれ ば 、児 童相 談 所 の聴 貞 が 少 な い こ とに も起 因 して い 羊 う。

しか し、 里 親 養 育 は、本 来 、社 会 的 な養 育 で あ り、 里 親 個 人 の 考 え に よる の で は な く、 児 童 相 談 所 の指

導や援 助 を 受 け つ つ、 また、 周 囲 の 人 た ち との 協 力 の も とに行 わ れ るべ きもの とい え る。

さ て 、里 親 へ の支 援 と して は、 第 1 に 児 童 相 談 所 な どに よる援 助 、 第 2 に専 門 的 相 談 、 第 3 に里 親 会 に

よ る里 親 同 士 の 支援 、 第 4 に レス バ イ トケ ア、 第 5 に近 隣や 関係 機 関 の支援 な どが 考 え られ る。

2 ）児童相談所 による援助

児 童 相 談 所 に は里 親へ の指 導 を 行 う こ とが 求 め られ て い 争。 里 親へ の 指導 、援 助 に は きめ細 か さが 必 要

であ る。

これ まで、 児 童 相 談所 と里 親の 間 には不 信 感 が あ っ た と考 え られ るが 、 そ の主 要 な理 由 は、 里親 が 養育 を

個人 的 な もの と と らえた こ と、 そ して 児 童相 談 所 に里 親 担 当専 任 の 児童 福祉 司が い なか っ た こ とにあ る とい

えよ う 。

里 親 と児童 相 談所 、児童福祉 施設 とは、 これ か らは 「パ ー トナー シ ップ」の も とに連 携 を強 め る必要が ある。

パー トナー シ ップ とは、 そ れぞれ の機 能、役 割 の ちが い を認 めつ つ 、対 等の立場 で協 力す る関係 とい え よう。

児 童 相 談 所 の援 助 を改 善す るた め に は、 まず 里 親 担 当 専任 の 児 童福 祉 司 を お くこ とが 必 要 で あ ろ う。 こ

れ まで も児童相 談所 の援助 は不十分 であったが、虐待 の相談 が急増 を続けてい る現状 で は、里親への対応

は他 の業務 に埋 没 して しまいがちである。里親養育 をす すめ るためには児童相談所 の十 分 な援助が不可欠

で あ る。

3 ）専門的相談

虐 待 を受 け た 児童 は しば しば激 しい攻 撃 的言 動 を行 い、 里 親 は そ れ に振 り回 され 、 困 惑 し、怒 り、 と き

には憎 しみ の感 情 さ え もつ こ とが あ る。 そ の よ うな場 合 、 た だ ち に専 門的助 言 を必 要 とす る。

各 都 道 府 県 の 中央 児 童 相 談所 に児 童 精 神 科 医 を配 置 す る こ とな どが 望 まれ る が 、 夜 間や 休 日の こ とを考

えろ と、 将 来 的 に は国 あ るい は都 道 府 県 が 「里 親 支 援 セ ン ター 」 を設置 す る こ とが 望 ま れ る 。 これ は、 里

親へ の 専 門 的 相 談 に夜 間、 休 日に 応 じるだ け で な く、 里 親へ の 情 報提 供 、研 修 な ど も行 う と ころ と して想

定した もの で あ る。

4 ）里親金治動

里 親 会 は 、 同 じ里 親 とい う立 場 で 、 理 解 し、 共 感 しや す い 人 た ちの 集 ま りで あ る。 里 親 会 で の 話 し合 い

によ り、子 ど もへ の 理 解 が深 ま っ た り、 対 応 の工 夫 を知 る こ とが で きた りす る。 しか し、 現 状 で は、 里 親

会活 動 は活 発 とは い え ない ところが 多 い。 ベ テ ラ ンの 里 親 が 経験 を話 す の は意 義 の あ る こ とで あ るが 、「そ

う い う こ と は み ん な 経 験 した こ と だ 」 と突 き放 した り、 自分 の 考 え を押 しつ け る の で は か え っ て 不 適 切 と

いえ る。 里 親会 の 中 に、 他 の 人 の話 を よ く受 け とめ られ 、 相 談 に応 じ られ る人 を育 て る こ とが 必 要 であ ろ

う し、 そ の よ う な 試 み を して い る 地 域 も あ る よ う で あ る 。

5 ） レ ス バ イ トケ ア

レス バ イ トケ ア とは、 里 親 の休 息 、 息 抜 きの た め に、 一 時 的 に （昼 間数 時 間～ 泊 ま る こ と もあ る） 姜 育

を離 れ 、 委 託 児 童 を別 の ところ の養 育 に ゆ だ ね る制 度 で あ る。 一 時 養育 サ ー ビス と もい え る。 外 国 で は里

親養 育 に お い て も レ ス バ イ トケ ア が 取 り入 れ ら れ て お り、 た と え ば 、 ア メ リ カ で は ほ と ん ど の 州 で 月 に 2

日 の レ ス バ イ トケ ア が 認 め ら れ て い る。
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レス バ イ トケ アの 意 義 は、 里 親 養 育 が 個 人 的 な 養 育 で は な く、 社 会 的 な 養 育 で あ り、 里親 は も ちろ ん そ

の中 心 を 担 う わ け で あ る が 、 多 くの 支 援 の も と に 養 育 を 行 う と い う こ と を 明 確 に す る こ と に も あ る 。 養 育

をす す めて い くう えで 、 そ して養 育 が破 綻 しない よ うにす るた め に必 要 な制 度 とい え る。

レ ス バ イ トケ ア に お い て も っ と も重 要 な こ と は 、 児 童 に 悪 い 影 響 が 生 じ な い よ う に す・る こ と で あ る 。 こ

のこ と は レス バ イ ト先 の 問 題 と もつ な が っ て く る。

レス バ イ ト先 として もっ と も望 ま しい の は他 の 里 親 家 庭 で あ ろ う。普 段 か ら交 流 が あれ ば 、昼 間数 時 間 、

ある い は 1 泊 2 日程 度 あ ず か っ て も ら う こ とで 児 童 に 悪 影 響 が で る と は考 え られ な い。 里 親 で な くて も、

子ど も家庭 支援 貞 、 そ の 他 フ ァ ミリー サ ポー ター な ど も検 討 して よい と考 え られ るd

里 子 が 共 通 に もつ 不 安 は 、 も うそ の 家庭 に い られ な くな る、 施 設 に帰 され る とい う こ と－で あ る。 この よ

う な不 安 を もた せ な い た め に は 、 レス バ イ トケ ア を は じめ る前 に、 里 子 に 十 分 鋭 明 を す る こ と、 あ ず か っ

てくれ る家 庭 と交 流 を も って お くこ とが 必 要 で あ る。 しか し、 近 くに そ の よ う な家 庭 が な い場 合 に は 、児

童相 談所 の一 時保 護 所 や児 童 養護 施 設 な ど も レス バ イ ト先 と して考 慮 す べ きで あ る。

レスバ イ トケ アの す す め 方 は、 2 通 り考 え られ 、 1 つ は、 あ らか じめ予 定 を組 ん で 定期 的 にす す め る と

い う方 式、 もう 1 つ は 、里 親 が 必要 一と感 じた ら実 施 す る とい う方式 で あ る。

いず れ に しろ、委 託 す る時 点 で レスバ イ ト先 を決 め て お くこ とが 望 ま しい と考 え られ る。

6 ）近隣や関係機 関の支援

関係 機 関 の養 育支 援 とい う こ とで は、保 育所 や い わ ゆ る学童 保 育 （放 課 後 児 童 ク ラ ブ） の活用 が 望 まれ る。

現在、里親に委託 され てい る児童の保育所の入所 は、児童の最善の利益の観点か ら認め られている。就学前

や小学校低学年の児童 の養育 にはこれ らの機関はたいへ ん有効であ り、今後、制度の拡 充が望 まれる。

里 親 養育 は、 里 親 が 中心 とな るが、 そ れ は2 4時 間 、3 65 日休 み な し、 を意 味 す るの で はな く、 た くさん の

支え を得 なが らす す め て い くべ き もの で あ る。 虐 待 を受 け て育 ち 、 人へ の 不 信 感 を も ち、里 親 や 周 囲 の 人

に攻 撃 的 な言 動 をす る児 童 との 関 わ りは実 に困 牡 な もの が あ る。

関 係 機 関 と して も う 1 つ 考 え るべ き と ころ は、 プ レ イセ ラ ピー 等 、心 理 療 法 を行 え る相 談 機 関 で あ る。

児童 相 談所 が通 える 範 囲 にあ り、積 極 的 に取 り組 ん で くれ れ ば よい が 、 必 ず し もそ の よ うな状 況 に ない場

合もあ る。病 院 を含 め 、 民 間 の相談 機 関等 も身近 に ない のが現 状 とい え る。 児 童 の 中 に は、 プ レイセ ラ ピー

を必 要 とす る もの もい るの で、 相談 横 関 の整 備 が望 まれ る。

4 里親葦育 マニュアルの作成

専 門里 親 としての 養 育 の 基 本 を ま とめた里 親 養 育 マ ニ ュアル を作 成 した。

5 資料 となる海外文献の翻訳

専 門里 親制 度 の検 討 に あ た り、 ア メ リ カ・ ウ ィス コ ンシ ン州 の里 親 関係 資 料 、

コロ ンビ ア州の 州 政府 と里 親 会 が作 成 した 「里親 養 育 ハ ン ドブ ック」、 イギ リス の

カナ ダ・ ブ リ テ ィ ッ シ ュ

「里 親 養育 ハ ン ドブ ック」

を比 較 し、 も っ と も 有 用 で あ る と考 え られ た カ ナ ダ・ ブ リ テ ィ ッ シ ュ コ ロ ン ビ ア 州 の 「里 親 養 育 ハ ン ドブ

ック」 を翻 訳 し、 参 考 と した。
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6 子 ども家庭支援 兵制度の検討

1 ）子 ども家庭支援貞 による家庭訪問支援事業創設の意義

（ 1）子 ども家庭支援 の必要性

児 童 虐 待 、 D V をは じめ 、子 育 て不 安 、 ひ きこ も りな ど、 子 育 て 上 の深 刻 な閉 篭 や 子 育 て家 庭 の孤 立

化 した状 況 に対 応 す る子 ど も家 庭 支援 施 策 は、 ます ます そ の 重 要 度 を増 して い る 。 この た め、 従 来 の施

策 、 サ ー ビス を超 え た新 しい体 系 と して 、 家 庭 生 活 との直 接 的 接 触 性 を高 め、 保 護 者 に とっ て も子 ど も

に とっ て も心 理 的 安 全 基 地 とな り得 る養 護 ・ 保 育 経 験 豊 か な援 助 者 が 関 わ る こ とに よ っ て、 家 庭 の 養 育

機 能 を支援 し向上 させ る こ とが で きる。

（ 2）在宅姜諌 （訪問型サー ビス） の重要性

さ ま ざ まな ソー シ ャル ワー ク、 ケ ア ワー ク の 中で 、 在 宅 サ ー ビス の 1 つ で あ る訪 問型 サ ー ビス は、 医

療・ 看 護お よび福祉 の分 野で不可欠 な もので あるが、子 ども家庭福 祉 の分野 にお いては、心 身障害児の

ための轟間指尊や 児童居 宅介護草葉 、 あるい は子育 て支援 のた めの在宅保育サー ビス利 用事業 にみ られ

る程 度 で あ る。 この た め 、 この 事 業 を創 設 し、 訪 問型 サ 丁 ビス 支 援 を充 実 強 化 す る こ とに よ って 、 家 庭

養育 問題 の解 決や 家庭 の養 育 機 能 を支 援 し向上 させ る こ とが で きる。

2 ）子 ども家庭支援員の役割

（ 1）子 ども家庭支援 貞

子 ど も家庭 支 援 貞 とは 、 以下 の よ うな訪 問型 を主 とす るサ ー ビス を通 じて 、 心 理 的 サ ポ ー トや 家 庭 的

ケア を行 う養 護 ・ 保 育 の経 験 豊 か な ボ ラ ンテ ィア で あ って 、 定め られ た研 修 を受 講 し、 支援 貞 と し て適

当 と認 め られ た 者 を い う 。

a 里 親

b 児童指導員等児童福祉職経験者

c 保育士経験者

d ベ ビー シ ッター経験 者

e 児童委員

f その他養護・保育への熱意があ り、その経験が豊か な者

（ 2）支援 の対象

家庭 訪 問支援事 業 の対 象者 は、 以下 の とお りで あ る。

① 児童相談所、保健所、市町村 （福祉事務所 、家庭児童相談室、保健 セ ンター）、児童家庭支援 セ ンター、

地 域 子 育 て 支援 セ ン ター等 （以 下 、 事 業 関係 機 関 とい う） に 自 ら相 談 し、 この事 業 サ ー ビ ス を受 け る

こ とを希望 す る家 庭。

（参家庭 養 育上 不 安 ・ 孤 立 な どの 問題 や 虐 待 の お そ れ 、 また はそ れ らの リス ク を抱 え、 訪 問 サ ー ビス の 効

果 が 期 待 で きる家庭 。

③ 施 設 ケ ア・ 里 親 ケ ア終 了 後、 親 子 再 統 合 の た め の ア フ ター ケ ア な ど、訪 問 型 サ ー ビス の効 果 が 期 待 で

き る 家 庭 。

（3）支援の方式

支援 は、 1 日お お む ね Z 時 間程 度 を標 準 と し、 以 下 の 方 式 で 行 う 。 なお 」 支 援 の 時 間帯 や 時 間 の 幅 、

活動 の範 囲 は、 方 式 に よ り異 なる。

① 訪問方式 （その家庭 を訪問 し、その家族の養育機能を支援す る）

（参活動体験方式 （その家庭 、居住地域 において、 または特 定の地域・ 会場 等 に同行 して、 その家族 の養

－80－



育 に関わ る活動を支 援する）

な お 、 この ほ か 必 要 に応 じて、 シ ョー トス テ イ （子 育 て支 援 短期 利 用 事 業 ） 等 を通 じた 支 援 事 業 を実

施 す る こ と が で き る 。

（ 4）支援の内容

① ケア （保育・ 養護）

②育児 （関連す る家事 を含む）体験の捷僕

③対人活動体験の捷供

④相談・助言

3 ）実施主体 とその役割

（ 1）実施主体

家庭 訪 問 支 援 事 業 は、 市 町 村 が実 施 主 体 とな り、 家 庭 との密 接 な 関 わ りを通 して きめ細 か な ネ ッ トワ

ー ク体制 に基づ いて実施す る。 なお、 この事業 の対象者 を考慮 した場合、地域 内交流の困難性 や家庭 の

孤 立性が多 く生 じやすい指定都市、中核市、特別 区 において績極的に実施す るこ とが期待 され る。

（ 2）実施体制

実 施主 体 七 な る市 町村 は、本 庁直 轄 に よる実 施体 制 、 また は、委 託 に よる実 施 体 制 の も と、 この事 業 を

行 う。

受 託組 織 と して は 、児 童 家庭 支援 セ ン ター、 地 域 子 ど も家 庭 支援 セ ンター、 地 方 里 親会 、 そ の他 N P O

等 の組織 がある。

（ 3）事業の広報 と普 及

実 施 主 体 は、 こ の 事 業 に関 す る広 報 お よ び子 ど も家 庭 支 援 貞 の募 集 を積 極 的 に 行 い 、 訪 問 型 サ ー ビ ス

支援の普及 に努 め る。 その際、全国里親会、全 国児 童養護施設協議会 、 日本保 育協会・ 全 国ベ ビー シ ッ

ター協会等 の保育 関係 団体、 日本子 ども家庭捻 合研 究所等 （以下、全 国組織 団体 とい う）お よび関連の

自治体組織 団体の協力・ 連携 を通 じた広報・ 普及活動 に努める。

（4）子 ども家庭支援貞の登録 と支援活動

以 下 の者 で 、 当 該 市 町村 に 申請 し、 登 録 認 定 研 修 を修 了 し、 支援 貞 と して 適 当 と認 め られ た者 は、 当

該 市 町村 の子 ど も家 庭 支 援貞 と して登 録 す る こ とが で きる。

．a 里 親

b 児童指 導員等児童福祉職経験者

c 保育士経験者

d ベ ビー シ ッ ター経 験 者

e 児童委員

f その他養護・ 保育へ の熱意があ り、その経験 が豊かな者

4 ）子 ども家庭 支援貞の責務および活動の原則

（ 1）責 務

子 ど も家庭 支 援 貞 とな る者 は、高 い倫 理性 を も ち 、子 ど もの最 善 の 利 益 な らび に そ の家 庭 の福 祉 増 進

に貢 献 す る よ うに努 め なけ れ ばな らない。

（ 2）支援活動

子 ど も家 庭 支援 員 は 、市 町村 か ら家 庭 訪 問 支 援 活 動 を依 頼 され た場 合 に は、 可 能 な 限 りす み やか に適
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切なサ ー ビス を 実 施 しな け れ ば な ら ない 。 活 動 に あ た っ て は、 その 期 待 され る役 割 を常 にふ まえ、 また

専門上 、活 動 上 の限界 を熟 知 して 、 そ の任 に あ た る。

実施主体 お よび子 ども尿 庭支援 貞は、活動 中におけ る災害、事故等の発生予 防 に最大 限配慮す る。 ま

た、実 施主体 は、事故 発生 の予 防お よび事故処理、保 険等の対応 に関わ る規則等 を定め てお くことが望

ましい。万 r 事 故が発生 した場合 に は、子 ども家庭 支援 貝 は実施主体 に即刻 連絡 し、その指示・ 助言 を

受けて迅速に処置する。

5 ）研 修

（ 1）登録認定研修

こ の事 業 を実 施 す る市 町 村 また は委 託 を受 けた 組 織 団 体 は、 子 ど も家 庭 支 援 員 希 望 ボ ラ ンテ ィア を対

象 とする登録認定研修 を、年 1 回以上実施す る。

研修は、以下の内容 を含む。

a 子育て家庭 の現状 と子育 て支援 の課題

b 家庭訪問支援事業 の意義 と内容

c 子 ども家庭支援貝の役割

d 子育て家庭の諸問題 とその対応

e 訪 問型 サ ー ビ スの実 際

f 課 題 レ ポ ー ト

（ 2）実践研修

この 事 業 を実 施 す る市 町村 また は委 託 を 受 け た組 織 団体 は、 登 録子 ど も家 庭 支 援 員 を 対 象 とす る 実践

研修 を、年 1 回以上実施す る。

研修は、以下の内容 を含 む。

a 子育て家庭の現状 と子育て支援 の課題

b 家庭訪問支援事業の現状 と課題

c 子育て家庭 の諸問題 とその事例演習

d 訪問型サー ビスの事例演習

e 課 題 レ ポ ー ト

6 ） 関 係 機 関 との 連 携 、 コー デ ィ ネ ー シ ョ ン

この 事 業 を実 施 す る市 町村 ま た はそ の 受 託 組 織 は、 この事 業 の 円滑 な遂 行 の ため 、 事 業 関係 機 関 との 連

携お よ び こ の 事 業 に 関 わ る事 業 関 係 機 関 と 子 ど も家 庭 支 授 貝 との 間 の コ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン を 担 う。 と く に

ハイ リス クの対 象 者 、あ るい は施 設 ・ 里 親 ケ ア終 了後 再 統 合 中の 対 象者 の場 合 に は、 連 携 、 コー デ ィネー

シ ョ ン を積 極 的 に 行 う。

7 ）家庭訪問支摸事業の報告 と評価

こ の事 業 を実 施 す る市 町村 ま た はそ の 受託 組 織 は、事 業 の効 果 を評価 す るた め 、 定 め られ た 方 法 に よ る

子ども家庭支援 負か らの実施報告お よび利用家庭の評価報 告 を受け、全体の実施状 況につ いてその効果 を

評定 し、 事業 の適 切 な運営 に努 め る。
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8 ）子 ども家庭支援 貞養成研修（モデル研 修）の実施

子 ど も家 庭 支 援 貞 養 成 研 修 の モ デ ル研 修 を 平 成 13年 12月 8 日、9 日に青 山学 院 大 学 渋 谷 キ ャ ンパ ス に お い

て実 施 した。研修 の内容 は、「子 ども家庭支援 貞制 度 －その意 義 と役 割 －」（厚生 労働省家庭福祉課 児童福

祉専 門官相棒 仁 ）、「育児不安 とその対応」 お よび 「被虐待児童へ の対 応」（青山学院大学教授庄 司順一）、

「 家族 との 関 わ り方 」（二 葉 乳 児 院 院 長 鈴 木 祐 子 ） の 各 講 義 と、 ロ ー ル プ レ イ イ ン グ （吉 備 国際 大 学 助 教 授

加藤 博 仁 ）、 意 見 交 換 「社 会 資源 との連 携 の と り方 と子 ど も家 庭 支援 貞 研 修 の あ り方 」（日本 子 ど も家庭 絵

合研究所部長小 山 修 ほか） を行った。参加者 は、民生児童委 員、里親、施設職員 など17名であった。

●●

7 その他 の事項

そ の 他 、 レス バ イ トケ ア・ モ デ ル事 業 、 家庭 訪 問 支援 モ デ ル事 業 、 メ ン タル ケ ア・ モ デ ル事 業 を実 施 し、

検討 した （資料 2 参照）。

Ⅵ専 門里親制度推進 に向けての提言

本 妻 貞 会 は 、専 門 里 親制 度推 進 に 向 けて 、 次 の こ とを提 言す る。

1 専 門里 親 制 度 は 虐 待 を受 け た児 童 の 養 育 に取 り組 む 新 しい制 度 で あ り、 十 分 に 配慮 しつ つ 早 期 の定

着 を はか り、推 進 す るこ とが 望 まれ る。

2 今 回■の検 討 で は、 専 門里 親 制 度 の対 象 とな る児 童 を軽・ 中 程 度 の 問 題性 を もつ被 虐 待 児童 と したが 、

養 育 の 困難 な 児 童 、 養 育 にあ た って 特 別 の配 慮 を要 す る児 章 は 、 障 害 を もつ 児 童 な ど、 少 な くない。

今 後 、 これ らの 児 童 を も対 象 とすべ く、 さ らlち検 討が 望 まれ る。

3 専 門里 親制度 を発展 させ るには、児童相談所 、児童福祉施 設お よびその他の関係機関の理解 と協力

が 欠 かせ な い 。 したが って 、 国 お よび地 方 公 共 団 体 は本 制 度 を周 知 させ る た め の広 報 な どの 努 力 をす

る こ とが 望 ま れ る 。

4 よ りよい 養 育 の た め に は、 関 係 各 棟 関 の 理 解 と協 力 が 欠 か せ な い が 、里 親 とこれ ら機 関 と は 「パ ー

トナ ー シ ップ」 の 関 係 を もつ こ とが 重 要 で あ る。 パ ー トナ ー シ ッ プ と は、 役 割 が ちが って も、 対 等 の

関係 で協 力 す る こ と を意 味 し、 これ を確 立 す る た め には相 互 信頼 関係 が 前提 と なる。

5 里親が主 と して関 わるのは児童相談所 の児童福祉 司であ るが、児童相談所 には里親担当専任 の児童

福 祉 司 を配 置 す る こ とが望 まれ る。

6 里 親 養 育 は本 来 一 時 的 な養 育 で あ り、 可 能 な らば 、 児 童 は実 親 の も とに戻 る こ と （家 族 の 再 統 合）

が 目的 とい え る。 そ のた めに は、 児童 相 談所 な どに よる実 親へ の 援 助 、指 導 の 充 実が 望 まれ る。

7 専門里 親制度 は、 その背後 に数多 くの一般 の里親 （養育里親） の存在 を前捷 とす る もの であ る。 し

たが って、 国お よび地方公共 団体 、児童 相談所 な どは、養育里 親の 開拓 に努 め ることが必 要であ る。

また、 里 親 の 開拓 、 支援 に あた っ て民 間 団体 の 活 用 も求 め られ る。

8 研 修 や 支 援 の あ り方 な ど、 本 委 員 会 の 検 討 内 容 を丁 般 の里 親 （養 育里 親 ） に も活用 す る こ とが 望 ま

れ る。養育里 親 に対 しても十分な研修 と支援が必要である。
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資料 1 専門里親モデル研修の実施結果

1 ） 実施 したモデル研修

本委 員会 では専門里親モデル研修 を企画 し、実施 した。その概 要を付表 1 に示 した。

全 国 里 親 会 事 務 局 か ら関 東 ブ ロ ッ クの里 親 会 を通 じて 会 員 に通 知 し、 参 加 者 を募 集 した 。 開催期 間は平

成13年 11月 2 日 （金 ） か ら 4 日 （日） の 3 日間 で・、会 場 は、（社 福 ）恩 賜 財 団 母子 愛 育 会 研 修 室 で あ っ た。 最

終日 まで の参 加 は2 3名 で、 そ の うち夫婦 と も参 加 は 8 組 16名 で あ っ た。

付表 1 研修会日程

2 ）研修評価 と参加者の意見

（ 1）全体的 な評価

実 施 したモデル研 修において、研 修終 了時 に研修へ の評価 、意見 を求めるア ンケー トお よび意見交換 を
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日　　 付 内　　　 容

11月 午　　 前 午　　 後

2 日 （金）

9 ：30 受付

10 ：00 オリエンテーション

10 ：30 講義 「里親制度の意義と目的」

青山学院大学文学部

教授 庄司 順一

12 ：00

1 ：00 意見交換 （Ⅰ）

「自己紹介」

2 ：00 休憩

2 ：15 講義 「被虐待児 とは」

庄司順一

3 ：15 休憩

3 ：30 講義 「被虐待児とその対応」

埼玉県立小児医療セ ンタ∵

副部長 奥山眞紀子

5 ：30

3 日 （土）

9 ：30 ロールプレイング

吉備国際大学社会福祉学部

助勢授 加藤 博仁

12 ：00

1 ：00 事例研究

「困った時、 どう対処するか」

二葉乳児院院長 鈴木 祐子

厚生労働省専門官 相澤 仁

日本子 ども家庭稔合研究所部長

小山 修

3 ：15 休憩

3 ：30 講義 「実親との関わ り方」

埼玉県熊谷児童相談所

主査 宮島 清

5 ：00

4 日 （日）

9 ：30 講義 「児童相談所 との連携」

日本子 ども家庭総合研究所

ソーシャルワーク担当部長

才村 純

11 ：00 意見交換 （Ⅱ）

「専門里親研修のあ り方について」

庄司 ・才村 ・相澤 ・′ト山

13 ：00 昼食 ・閉会



実施 した 。 ア ンケ ー トへ の 回 答 は、「満足 」「不 満」 な どの 3 ～ 4 件 法 で 求 め 、 意 見 は ア ンケ ー トに 自由記

載し て も ら う と と もに 、 意 見 交 換 （ Ⅱ） の 場 で 述 べ て も ら っ た 。

主 な質 問項 目は以 下 の とお りで あ る。

付表 2 主 なア ンケ ー ト項 目

1
2
3
4

5
6

開

聞

開

閉

開

閉

貸

賃

質

賃

貸

質

研修 の時期 、期 間、参加者、 内容、 会場 な どはいかが で したか ？

それ ぞれの講義 はいかが で したか ？

ロー ル プ レ イ、意 見 交 換 （ Ⅰと Ⅱ） は い か が で したか ？ ．一

今後 の専 門里 親研修 につ いて、 ご意見 や研修 に必要 な内容 （テーマな ど） にろ いて敢 えて下

さい 。

あ な た は こ この研 修 の 内 容 を ど な た か に伝 え ます か ？

あなたの里親経験年 数は ？

ア ンケ ー ト結 果 の概 要 は、 まず、 里 親 と して の経 験 年 数 の平 均 は12．5年 で あ った。一参 加 者 の全体 と して は

「 満足」「やや満足 」が、 ほとんど の質問で80％ を超 えた。70％台の回答があった質問は、講義、研修会場、

自己紹介 を中心 に行 った意 見交換 （ Ⅰ） の 3 つのみで あった。以上 の結果 は、今回の研修がおおむね適当

であ っ た こ と を 示 して い る と い え る。

（2）参加 者の主な意見

意 見 交 換 （Ⅱ） に お い て 、 今後 の専 門 里 親研 修 の あ り方 につ い て意 見 を 自由 に交 換 した。 参 加 者 の ほ と

んどが前 置 き と して 「ア ンケー トの 自 由記 載 と重 複 す る が 」 と しなが ら、 さ ま ざ まな 意 見 ・ 要 望 ・ 感 想 を

述べ た。以下、研修 に関連す る主な意見・要望 を内容 別 に列記す る。

（ 》研 修 日程 につ い て

○金 ・ 土・ 日の 日程 で は 、幼 児委 託 が 多 い県 な の で 参加 す るのが むず か しい。 隔週 く らいで で き な いか。

日程 は 、 平 日が よ い。 また保 育 が 必 要 。 ま とめ て 研 修 を行 うの で は な く、 月 に何 回 か とい った よ うに

分 け て実 施 した方 が よい。

○ 子 ど もが 小 学 生 な の で 、 日程 的 に は よか った 。 働 い て い る者 に と って は 1 日の 有 給 休 暇 だ けで 受 け ら

れ た の で よか った。 2 日半 の期 間 は適 当 だ った 。

○ 日程 に つ いて は、子 ど もが い るので 早 退 した り連 れ て 来 る な ど した。

○ で きれ ば 1 泊 で も宿 泊 で ．きれ ば よか った 。 夜 は里 親 同 士 が 自主 的 な 会合 を もて る よ うに して ほ しか っ

た 。 日程 は ち ょ う ど よ か っ た 。 通 い で は な く、 夜 は ど こ か の ホ テ ル に 泊 ま り、 夜 に も っ と 話 が で き る

と思 って い た。

○ 日常 生 活 の 場 か ら離 れ て夫婦 で参 加 して み て、 自分 た ち を振 り返 る こ とが で きた 。 3 日間 く らいの 日

程 で 夫 婦 の参 加 は よか っ た。

○ 小 学 生 の子 が 3 人 い る ため 、夫 が子 守 りで 1 日 しか 参 加 で きなか っ た。

0 3 日 間 とい う期 間 も 日 程 も よ か っ た 。

○ この 内容 を この期 間 で や るの では な‘く、 1 年 を通 して や っ た方 が い い。

○ 遠 方 なの で 通 うの が きつ か った。

②研修 内容 と構 成について

○ 科 学 的 な通 信 を利 用 して の研 修 が で きな い ものか 。 今 まで何 もや っ て い な か っ た の で 、 内 容 的 には ビ

ン と こ な い も の もあ っ た が 、 参 考 に な っ た 。

○ 研 修 内容 が 、 日々の 生 活上 の テー マ だ とよ りよか っ た。
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○参 加 者 が経 験 者 か 未経 験 者 か に よ っ て研 修 内 容 も変 わ っ て くる の で はな い か 。 ま た委 託 され て い る子

ど もの 年 齢 に よ っ て も問 題 が ち が う の で 、 内 容 も変 わ っ て く る と思 う 。

○研修内容は よか った。他の里 親の体験が 聞けて よか った。

○内 容 に関 して は、 す で に 知 っ て い る こ とだ っ た の で、 もっ と実 例 を 出 して 話 し合 う よ うな ものが ほ し

か っ た。

○参 加 型 の 研 修 は、 入 りや す か っ た。 講 師 が 最 高 だ っ た。 知 らな い こ とが分 か り、 角 度 を 変 え て の 内容

が よか った 。

○里 親 と して慣 れ た時 期 の取 り組 み に つ い て研 修 で扱 って ほ しい。

○最 初 に達 成 目標 を定 めて 、 終 わ っ た 後 に ど うだ っ た の か振 り返 りが な か っ た のが 残 念。 研 修 につ い て

は、 年 間 で の ミ ッシ ョ ンや 長 期 の ビ ジ ョ ンで 考 え る必 要 が あ ろ。 内容 につ い て は、 虐 待 や児 相 につ い

て学 べ て よか った。 一 般 の里 親 と して 、 自分 の 中 身 が 見 え て よか っ た。

○達 成 目標 は 自分 な りに立 て て い た 。 ち ょ う ど不 調 で め げ て い た の で 、 ロー ル プ レ イ ング で 自身 の体 験

を振 り返 る こ とが で きて よか っ た。「す まな い 」 と思 う気 持 と質 を高 め て い く必 要 を感 じた。 虐待 に は

幅 が あ り、 子 ど も と接 して み て 初 め て い ろ い ろ 感 じ る こ と も あ る。

○ 後 に続 く人 に情 報 を伝 え られ れ ば と思 い 参 加 した が 、 初 心 に戻 れ た 。 里 親 に な る 入 金 員 が勉 強 しな け

れ ば な ら な い こ とだ と 思 っ た 。

○ 初 級 ・ 中級 とい っ た形 で養 成 して い き、多 くの専 門里 親 が 養成 され た らい い と思 う。

○講 義 内容 は、 里 親 の ス トレス を解放 す る よ うな もの が ほ しか っ た。

○ 各 講 義 ご と に レ ジ ュ メ を配 る の で は な く、 ま と ま っ た 形 の 冊 子 が ほ し い 。

○ ロー ル プ レイ ング は初 体験 で 、 子 ど もの 役 を や れ た のが よか っ た。 里 子 を育 て る の は思 春 期 が 大 変 な

の で 、 そ の 山 を どの よ うに 乗 り越 え るか 、 学 童 期 か ら少 しず つ 研 修 をす る必 要 が あ る。 内 容 に関 して

は、 虐 待 につ い て 医 学 的 な分 野 の こ とが も う少 し知 りた か っ た。 家 庭 内 暴 力 につ い て も取 り上 げ て ほ

しか った。

○研 修 に は満 足 。 内容 的 に は ロ ー ル プ レ イ ン グ ング が 役 に 立 っ た。 カ ウ ンセ リ ングの 勉 強 を してか らや

れ ば、 もっ とよか っ た。教 育 現場 の 人 の詰 も聞 け た らよか った。

○研 修 は、 とて も勉 強 に なっ た。 それ 以上 に里 親 さん か らの話 が勉 強 に な り、 心 に響 いて胸 に とど まる よ

う な話 だ った。研 修 の構 成 や先 生 の許 な どは、 標 準 か らい った ら どうな の か と思 う。 里 親 同士 の話 し合

いの 場が もっ と必 要 で、 そ れ を コー デ ィネ ー トす る 人の技 量 も問 われ る と思 う。 3 日間の 中で も披が あ

り、 また午 前・ 午 後や 昼食 後 な どに よ って も異 な っ て くる ので、 もっ と構 成 を工夫 す る必 要が あ る。

○研 修 内容 の テキ ス トな どが 前 もって あ れ ば 、 質 問 な ど事 前 に考 え られ た。

○ 預 か って い る子 は お とな しい子 なの で、 参 加 者 の葡 を 聞 いて い て 不 安 に な っ て きた。 イ ライ ラ させ る

よ う な と こ ろ が あ り、 今 ま で は そ う い う子 だ と思 っ て い た が 、 研 修 を 受 け て 客 観 的 に 見 ら れ る よ う に

な った気 がす る。 私 自身 は初 級 か ら入 って い か ない と無 理 と感 じた。

○ 研 修 を レベ ル分 け に しな い とボ ケ て し ま う。 申請 の段 階 で行 わ れ る初 級 の 研 修 で は 、不 安 に な らな い

よ う、成 功 例 を通 して や りが い を感 じ られ る よ うな もの を実 施 す る。 中 級 の研 修 で は 、里 親 を 5 年 く

らい や る とマ ンネ リ化 す るお そ れが あ る の で 、 中 堅 用 ゐ プ ロ グ ラ ム を実 施 す る。 上 級 の研 修 で は 、他

の 里 親 の ス ー パ ーバ イズ が で き る よ うな ス ー パ ー バ イザ ー を養 成 す る よ う な 内容 にす る 。 初 期 の段 階

で の研 修 は、 普通 のお じさ ん を対 象 と した 内 容 に した方 が い い。 事 例 検 討 の 内容 は もっ と身 近 な話 題

に し、施 設 の発 想 で は な く里 親 と しての 発想 で や っ た方 が い い。

○ 専 門 的な 内容 だ けで な く、里 親 の状 況 が 語 られ る こ と も大事 。
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○ ロ ー ル プ レ イ ン グ で は評 価 を 得 られ た方 が い い 。 ヤ りっ ば な しで は な く、 評 価 が あれ ば 自分 の 対 応 か

どう なのか わ か って よか った 。

○ 内 容 的 に は きつ か った。 こ の 内 容 を こ の期 間 でや る の で は な く、 1 年 を通 してや っ た方 が い い。 ロ＋

ル プ レイ ン グ で は 、 子 ど もの こ とが わ か っ て い るの か と思 っ た 。 も っ と子 ど もの 気 持 を わ か る よ うな
l

方 法 は ない の だ ろ うか 。

○ ど こ に ど う い う タ イ ミ ン グ で 相 談 し た ら い い の か 、 もっ と知 る こ とが 必 要 0

0 辞 義 時 間 が 長 い 。 l 時 間 に 1 度 くらい休 憩 を入 れ て ほ しか っ た。

③その他 の意見

○ 研 修 を継 続 す る こ とが必 要 だ と思 う。

○ 今 後 も研 修 を継 続 して ほ しい 。

○継 琴性が必 要。 今後 も研修 を続 けてほ しい。

○ 研 修 は続 け て ほ しい し、里 親 は受 け な け れ ば な らな い と思 う。

0 1 人で も多 くの 方 が 研 修 を受 け られ る よ うに して ほ しい 0

0 他 の里 親 た ち に も一この ような研 修 をや って ほ しい。

○専門里親だ けで な く、里親全体 が学ぷべ き。

○ 今 回の研 修 内容 は 、 多 くの 里 親 に聞 い て ほ しい。

資料 2 専門里親 制度 に関連 したモデル事業の実施結果

1 レ スバ イ トケ ア・ モデ ル 事 業 ′

1 ）実施件数

（ 実施期臥 13．12．1 ～14．2 ．2串）

2 ）実施結果等

（ 1） レス バ イ トの 理 由

最 も多いのが史 観本人ヤ家族 の疾病 による医療機関への通 院あ るい は付 き漆 いが約 4 剖 を占め、

で、地域 や学校 、里親 会等 の行事への参加が約 3 軌 冠婚葬祭へ 申出序 が 1 割 、里親 自身の休♯ が

その他 が 1 割であ った。

諜

（ 2）開港点・感想等

全 般 的 に事 業 に対 す る評 価 は高 く、 お お む ね 円滑 に 実施 され 、 レスバ イ ト終 了 後 の 里 子 の状 況 に もは

とん ど変化 は み られ ず 、 里 親 同 士 の結 びつ き も強 ま り、安 定 した 養 育 活 動 が で きる な どの 感 想 が 多 数僚

占 め た。

開 港 点等 と し七 は 、 他 人 の家 へ 入 り込 む こ との むず か しさ、 3 歳 未 満 児 の 場 合 は 人見 知 りが あ り、 桓

や むず か しさが あ る こ と、 また預 け先 は で きる だけ周 定 した 方 が よい等 の指摘 が あ っ た。

ー8 了l－

、実施里 親会名 実施里 親致 ．実施延 日数
預　 け　 先　 内■　 訳

・里親 施設 その他 ！

千 葉県 ・

東京都

神奈 川県 ・

山梨県

川崎市

横浜市

人

4

4

6

3

6

4

日

29

4 8 ．

15

36

41

4

日

9

48

15

12

13

4

日

0

●0

0

0

0

0

日■

20

0

0

24

28

0 ▼．

計 27 173 101 0 72



2 家庭訪 問支 援モデル事業 （ 実施期 間 14．1 ．10～ 2 ．詣）

訪問 サ ー ビ ス の 主 な 内 容

・ 母親 の外 泊等 による育 児の怠慢へ の対応

母親 の生 活態度 お よび子 どもの不登校 等に関す るガイダン

ス 等 （延 10 日）

・ 母親 の疾患 （うつ状態 ）に よる育児不安へ の相談等 （延 5 日）

・ 父子 家庭 の子 ど も （2 人 ＝小 1 、保育 園）の放課 後 （退園後）

の保 育 、医療 機関へ の通院付 き添い等 （延 3 日）

・ その他 （延 5 日）

3 メンタルケア 、・ モデル事業 （実施期 間 14．1 ．10～ 2 ．28）

－88－

実施市町村名 実施件数

神奈川県藤沢市

件

29

実施地区名 実施件数 主　 な　 相　 談　 等　 の　 内　 容

東　 京

（（福）日本福祉家庭協会）

件

21

主

里子の しつけの仕方についてお よび里子への告知についての

悩みが、全体の半数 を占め、次いで里子の問題行為 （喫煙、

夜遊び等）や里子が里父には甘えるが、里母にはなつかない、

その他の問題であった。

大　 阪

（（社）家庭養護促進協会）

15 最 も多 いのが、里子 または養子 に関す る もので、問題行動

（盗癖、不純異性交遊、 自傷行為等）についての悩み、次いで

里親 自身の悩み （受託 した被虐待児の養育に関する不安、里

子への告知の問題等）、その他特別妻子縁組 した子 どもの実母

尊か らの接触の問題等であった。

計 36


